
●登録法人・施設・事業所・派遣職員数・派遣職種等をとりまとめた応援事業登録内容一覧の作成
●職員派遣依頼、代替サービス利用調整依頼の受付および決定
●依頼先・依頼元施設間の派遣協定締結の調整
●職員派遣の調整および代替サービス利用に向けた情報整理提供・調整支援 等

登録

介護関連施設・事業所等間の応援事業のイメージ

域内施設

域内施設

域内事業所

域内事業所

地域事務局

域内施設

域内施設

域内事業所

域内事業所

地域事務局

域内施設

域内施設

域内事業所

地域事務局

滋賀県全域事務局（県内団体連携事務局）

連携調整

滋賀県医療福祉推進課

コーディネート機能の整備

平常時からの衛生用品備蓄・ゾーニング・感染症研修の実施等

登録 登録

登録名簿整備

連 携

委 託

連携

連携調整連携調整

登録名簿整備

域内事業所

域内事業所域内事業所

登録名簿整備

域内事業所

登録名簿整備

連携



介護関連施設間の職員派遣のイメージ

県内施設
県内施設
県内施設

県内施設

感 染 症 発 生 施 設
（派遣先）

感染管理認定看護師
DMAT等

県 内 施 設
（派遣元）

滋賀県
医療福祉推進課
大津市介護保険課

圏域保健所
（各健福事務所）

滋賀県全域事務局（県内団体連携事務局）

地域事務局

ニーズ
聴取

派遣依頼

広域調整
ニーズ
伝達

疫学調査
ゾーニング
消毒指導
不足衛生資材確認
プレスリリース助言 等

連携

滋賀県全域事務局（県内団体連携事務局）
地域事務局

集団感染（５人以上）発生時

感染症発生施設
（派遣先）

原則、緑エリアへの派遣

赤エリア
派遣は必
要時のみ

感染施設経営法人の
他施設（派遣先）

応援

派遣協定締結・派遣

派遣協定
締結・派遣

応援

連携

発生施設への派遣

滋賀県
医療福祉推進課
大津市介護保険課

依頼

ゾーニング・感染対策指導

衛生資材支援

連携

応援
（上記同様）

派遣協定締結・派遣

事務局業務に対する
応援を想定。登録事
務や事が起こった際
の調整業務。

派遣依頼



職員派遣のイメージ

感染症発生施設

感染症発生施設
（派遣先）

原則、緑エリアへの派遣

赤エリア派
遣は必要時
のみ

介護職員・看護職員

発生施設に派遣する場合

感染施設等の経営法人

Ａ施設等
Ｂ施設等（派遣先）

介護職員・看護職員
Ｃ施設等（派遣先）

介護職員・看護職員
Ｄ事業所

介護職員・看護職員
Ｅ事業所

応援

応援

応援

応援

他法人

派遣

派遣

介護職員・看護職員
Ｆ施設等（派遣元）

介護職員・看護職員
Ｇ施設等（派遣元）

Ａ施設等への自法人職員応援により休止や利用人数縮
小が必要となったときは代替サービス提供事業を活用。

○感染症発生施設に対する職員派遣は、感染施設等の経営法人の他事業所等の職員が応援に入り、このことにより手薄となった施設に等に対して、他
法人職員を派遣することを原則とする。

感染施設等の経営法人

Ａ施設等 ○他事業所なし
or

○他事業所職員
応援でもサー
ビス継続困難

他法人

介護職員・看護職員

介護職員・看護職員

Ｂ設等（派遣元）

Ｃ施設等（派遣元）

派遣

派遣

○感染症発生施設に対して職員を派遣する場合であっても、清潔区域での業務に従事することを原則とし、汚染区域での業務従事はサービス継続に向
けてどうしても必要な場合のみとする（汚染区域での業務従事を可とする者を派遣）。

応援手当
10千円/日

応援手当
20千円/日

県全域事務局
地域事務局

依頼
調整

各種
連絡

県全域事務局
地域事務局 調整

依頼

各種
連絡

応援手当
15千円/日



居宅サービス事業所間の代替サービス調整のイメージ

一時閉鎖等事業所
（依頼元）

他の居宅サービス事業所
（依頼先）

滋賀県
医療福祉推進課
大津市介護保険課

圏域保健所
（各健福事務所）

滋賀県全域事務局

地域事務局

調整依頼・状況報告

事業所一時閉鎖時等

ケアマネ事業所

協定締結・受入

受入調整

応援

連携

調査・指導

連携

協定締結
調整依頼
状況報告

市町連携

受入調整支援

連携・情報共有

情報共有

情報共有
連携

指導・連携

◎居宅サービス事業所において、事業所の一次休止等により代替サービスの調整が必要となった場合、県（大津市）
は保健所と連携し、利用者にかかる陽性・濃厚接触等の情報を得て市町に伝達し、市町と居宅介護支援事業所間
の調整を促すことで、代替サービスの調整を行う。

連携・情報共有

事務局業務に対する
応援を想定。登録事
務や事が起こった際
の調整業務。



居宅サービス事業所間の代替サービス調整のイメージ

一時閉鎖等事業所
（依頼元）

他の居宅サービス事業所（依頼先）ケアマネ事業所

他の居宅サービス事業所（依頼先）

他の居宅サービス事業所（依頼先）

ケアマネ事業所

ケアマネ事業所

地域事務局 市町

要調整リスト提供
・利用者名
・濃厚接触者判断の有無
・居宅介護支援事業所名
・事業所連絡先 等

【支援】
・受入可能事業所
情報の提供
・調整支援

調

整

調

整

依

頼

濃厚接触者と判断された利用者

同一法人訪問事業所や濃厚接触者で
はない職員による電話・訪問での対応

ケアマネ事業所困難時
他の訪問サービス事業所（依頼先）

調整

一時閉鎖等事業所
（依頼元） 他の居宅サービス事業所（依頼先）ケアマネ事業所 ×調整依頼

地域事務局 市町情報提供
協力依頼

調整支援

○調整困難時は地域事務局と市町が連携し代替
サービスの確保を支援

調整手当 1,500円/件

調整手当 3,000円/件

サービス提供する職員に応援手当
2,500円/時間

調整支援

情報提供
協力依頼

サービス提供する職員に応援手当
1,250円/時間

※請求手当総額を事業所の裁量
で職員に配分



応援手当（職員派遣・代替サービス提供）・調整手当（代替サービス調整）等
にかかる補助事業について

１．新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス継続支援事業

●職員派遣事業で「派遣元が負担する応援手当や旅費、宿泊費等」 ※当該事業の連携支援事業
●代替サービス提供事業で「受入法人が負担する応援手当」 ※同上
●代替サービス提供事業で「依頼先が負担する調整手当」 ※自主休業の場合 同上

休業要請の場合 継続支援事業

→ これらは、当該事業における「かかり増し経費」の対象となり、県（大津市所在の事業所は大津市）から支出相
当額を補助することができます（ただし、サービスの種類ごとに補助の上限額の設定あり）。

２．新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難高齢者支援事業

「目的」
同居家族が感染により入院し、濃厚接触者やその疑いがあると判断された要介護高齢者（要支援含む）の在宅

生活を支援するために、通常の介護保険サービスでは対応できない場合に、サービス提供の意思のある事業所に
県独自の介護保険外サービスの提供の委託を行うことで、当該要介護高齢者（要支援含む）の在宅生活を支援。

適用の例）
●訪問介護の適用では対応できない場合
●小規模多機能型居宅介護事業所（看護多機能含む）であって、受け入れることで登録定員を超える場合
→ 制度上、小規模多機能等で対応できないが、介護保険外の県事業を提供することで対応可能

●小規模多機能型居宅介護事業所（看護多機能含む）で感染症が発生し、当該事業所の利用者に対して、代替
サービスを提供する場合
→ 制度上、他事業所によるサービス提供はできないが、介護保険外の県事業を提供することで対応可能


